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指定廃棄物の指定フローの概要 
（放射性物質汚染対処特措法第16条、第18条に基づく） 

廃棄物発生 

施設管理者、廃棄物の占有者等による調査実施 
 ＜1. 調査項目＞ 
  事故由来放射性物質(Cs-134及びCs-137)の放射能濃度とする。 

 ＜2.試料の採取方法(第18条第3項)＞ 
  ①調査の対象とする廃棄物を、事故由来放射性物質による汚染状態がおおむね同一 
     であると推定される単位（調査単位）に区分すること。 
  ②調査単位について、10以上の試料（水道施設、公共下水道・流域下水道、 
    工業用水道施設、一般廃棄物焼却施設・産業廃棄物焼却施設及び集落排水施設 
    から排出される汚泥、ばいじん及び焼却灰等である場合にあっては、4以上の試料） 
    を採取し、おおむね同じ重量混合すること。 

 ＜3.測定方法＞ 
   ・ゲルマニウム半導体検出器、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータ又は 
    LaBr3(Ce)シンチレーションスペクトロメータを使用して測定を行う。  

環境大臣への調査結果報告（第16条）、申請（第18条） 

8,000Bq/kgを超える廃棄物について、環境大臣が指定廃棄物として指定 
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汚染状況調査報告書の記載例 
（環境省 汚染状況調査方法ガイドライン平成24年12月より） 
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事例①（指定廃棄物_A市浄水発生土） 

フレキシブルコンテナバッグ毎に番号を付け、記帳記録をして保管、管理している。 

既に、廃棄物の量と放射能濃度(Bq/kg)を施設管理者と環境省の双方で 
把握している状況。 

上記運用により廃棄物を処分事業場に受け入れる場合、ガイドライン別紙１による 
放射能濃度の測定は必要ではないとすることが適当ではないか。 

保管施設からの搬出時に指定申請書記載内容と容器毎の内容（放射能濃度、重量、 
種類）が対応する方法で運用する。 
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特別地域内の除染土壌・廃棄物処理フロー 

除染の実施（宅地、農地、森林） 

除染で生じた土壌・廃棄物をフレキシブルコンテナ等に封入 

仮置場へ搬送 

仮置場に保管 

・土壌・廃棄物の量、表面汚染 
 密度・放射能濃度等の測定 
・タグによるフレキシブル 
 コンテナ毎の管理 

除染工程の中で、予め必要な情報が適切に収集・管理されており、 
受け入れる廃棄物の放射能濃度の記録を処分事業場が入手できる場合には、 
処分事業場受け入れ時に再測定せずとも、その情報を活用することも可能ではないか。 

※特別地域内の除染で生じた廃棄物は
対策地域内廃棄物であるが、土壌と一体
的に取り扱うのが通例。 
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対策地域内廃棄物処理フローの概要 
（放射性物質汚染対処特措法第11条、第13条、第15条に基づく） 

汚染廃棄物対策地域の指定（第11条） 

対策地域内廃棄物処理計画策定（第13条） 

国は、対策地域内廃棄物処理計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、 
保管及び処分を実施（第15条） 

対策地域内廃棄物※は放射能濃度によらず、 
国が収集から処分までを行う。 

災害廃棄物 推定量（ｔ） 

可燃物 169,000 

不燃物 305,000 

※ 対策地域内（沿岸自治体）における災害廃棄物の状況 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19845&hou_id=15180 6 



事例②（対策地域内廃棄物_災害廃棄物） 

対策地域内廃棄物は、“国”が仮置場で管理しており、放射能濃度が1万Bq/kgを超える
廃棄物については、フレキシブルコンテナ等の容器を用いて保管する。 

廃棄物の重量と放射能濃度(Bq/kg)は、“国” が記録を作成し管理する。 

上記運用により廃棄物を処分事業場に受け入れる場合、ガイドライン別紙１による 
放射能濃度の測定は必要ではないとすることが適当ではないか。 

処分事業場へは、記録に基づき廃棄物の放射能濃度を把握しながら搬入する。 
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